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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脚部と、
　前記脚部の上部に取り付けられた左右のパッド部材とを有し、
　前記左右のパッド部材は、各々、基板及び前記基板の一方の面部に取り付けられたシー
ト状のクッション部とを含み、当該左右のクッション部は、各々、互いに近付く方向に上
側から下側に向かう傾斜を有し、且つ後側から前側に向かうほど互いに離れるような方向
に傾斜して相対向し且つ座った姿勢の人の寛骨の左右側部に対応する部分に当接するパッ
ド面を具備し、
　座った人の座骨を下方から支持することなく座った人の荷重を前記パッド部材によって
支持するように構成されている椅子。
【請求項２】
　前記左右のパッド部材間の下方が開放されている請求項１に記載の椅子。
【請求項３】
　前記パッド部材は、左右個別のパッド部材によって構成され、左右のパッド面の離間距
離を増減する方向に配置位置を変更可能な位置調整機構によって前記脚部に取り付けられ
ている請求項１または２に記載の椅子。
【請求項４】
　前記パッド部材は、任意の傾斜姿勢で固定可能な連結機構によって前記脚部に取り付け
られている請求項１から３の何れか一項に記載の椅子。
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【請求項５】
　前記左右のパッド部材の後端部より上方に立ち上がり、左右方向の内側から外側に向か
うほど互いに離れる方向に傾斜し、互いに協働して一つの背もたれをなす左右の背もたれ
半体を有する請求項１から４の何れか一項に記載の椅子。
【請求項６】
　脚部と、
　前記脚部の上部に取り付けられたパッド部材と、
　背もたれ部材とを有し、
　前記パッド部材は互いに近付く方向に上側から下側に向かう傾斜を有する左右のパッド
面を含み、
　前記背もたれ部材は、前記左右のパッド部材の後端部より上方に立ち上がり、互いに協
働して一つの背もたれをなす左右の背もたれ半体を含み、
　座った人の座骨を下方から支持することなく座った人の荷重を前記パッド部材によって
支持するように構成されている椅子。
【請求項７】
　前記左右のパッド面は、更に後側から前側に向かうほど互いに離れる方向に傾斜してい
る請求項６に記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、椅子に関し、更に詳細には、骨盤の矯正および腰痛の防止、軽減に有効な椅
子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　骨盤の矯正および腰痛の防止、軽減に有効な椅子として、座板材の左右両側に流体によ
って膨らませることができるクッションが設けられ、クッションに流体を注入してクッシ
ョンを膨らませることによってクッションを骨盤部に密着させる椅子が知られている（例
えば、特許文献１）。
【０００３】
　長時間に亘って座っても疲れが少ない椅子として、臀部を受け持つ座板が左右２個に分
割且つ各々左右方向に移動可能に設けられていて、着座荷重によって左右の座板が互いに
離れる方向に移動することにより、着座時に骨盤に作用する圧力を分散する椅子が知られ
ている（例えば、特許文献２、３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国特許庁公開特許公報２００２－３６０３７６号
【特許文献２】日本国特許庁特許公報第４５４６９５７号
【特許文献３】ＷＯ０３／０３４８７０　Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来から知られている椅子は、臀部を受け持つ座板を有し、座板によって座骨を下方か
ら支持して座った姿勢の人の荷重を支持するものであるから、着座状態では人の荷重が骨
盤を左右に拡げる方向の力として骨盤に作用する。このため、椅子に座ると、特に長時間
に亘って座り続けると、骨盤が拡がり、椅子に座ることが骨盤の左右アンバランス（ゆが
み）や腰痛を生じる原因になっている。
【０００６】
　クッションを膨らませることによってクッションを骨盤部に密着させる椅子は、着座状
態時に人の荷重が骨盤を左右に拡げる方向の力として骨盤に作用することを軽減するが、
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座板によって座骨を下方から支持することには変わりはないので、座った時に人の荷重が
骨盤を左右に拡げる方向の力として骨盤に作用することを避けることができない。
【０００７】
　着座荷重によって左右の座板が互いに離れる方向に移動する椅子は、着座時に骨盤に作
用する圧力を分散することはできるが、座板によって座骨を下方から支持するので、やは
り、座った時に人の荷重が骨盤を左右に拡げる方向の力として骨盤に作用することを避け
ることができない。
【０００８】
　腰痛を防止あるいは軽減するためには、骨盤を締めて骨盤が拡がらないようにすること
が有効であることが知られている。骨盤を締めて骨盤が拡がらないよう装具としては、骨
盤ベルトが知られる。
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は、椅子において、座った時に骨盤を左右に拡げる方向
の力が骨盤に作用することを回避し、座れば、骨盤を左右両側から挟み込んで骨盤を締め
る作用が得られるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による椅子（１０、３０、８０、１１０）は、脚部（１６、３６、８２、１１２
）と、前記脚部（１６、３６、８２、１１２）の上部に取り付けられたパッド部材（２０
、５４、８４、１１６）とを有し、前記パッド部材（２０、５４、８４、１１６）は、上
側から下側に向かうほど互いに近付く方向に傾斜して相対向し且つ座った姿勢の人の骨盤
の左右側部に対応する部分に当接する左右のパッド面（２６、６０、９０、１２２）を含
み、座った人の座骨を下方から支持することなく座った人の荷重を前記パッド部材（２０
、５４、８４、１１６）によって支持するように構成されている。
【００１１】
　この構成によれば、座骨を下方から支持しないから、椅子（１０、３０、８０、１１０
）に座った時に骨盤（Ｂ）を左右に拡げる方向の力が骨盤（Ｂ）に作用することがなく、
座るだけで、骨盤（Ｂ）を左右両側から挟み込んで骨盤（Ｂ）を締める作用が得られる。
【００１２】
　本発明による椅子（１０、３０、８０、１１０）は、好ましくは、前記左右のパッド部
材（２０、５４、８４、１１６）の下方が開放されている。
【００１３】
　この構成によれば、人が椅子（１０、３０、８０、１１０）に着座しても、座骨を下方
から支持することがなく、着座状態時に骨盤（Ｂ）を左右に拡げる方向の力が骨盤（Ｂ）
に作用することがない。
【００１４】
　本発明による椅子（３０）は、好ましくは、更に、前記左右のパッド面（２６、６０、
９０、１２２）が後側から前側に向かうほど互いに離れる方向に傾斜している。
【００１５】
　この構成によれば、左右のパッド面（２６、６０、９０、１２２）の左右方向の間隔が
前側の向かうほど広くなり、座った時に股関節部が窮屈になることが回避される。
【００１６】
　本発明による椅子（３０）は、好ましくは、前記パッド部材（５４）は、左右個別のパ
ッド部材（５４）によって構成され、左右のパッド面（６０）間の距離を増減する方向に
配置位置を変更可能な位置調整機構（６２、６８、７０）によって前記脚部（３０）に取
り付けられている。
【００１７】
　この構成によれば、位置調整機構（６２、６８、７０）によって左右のパッド面（６０
）の離間距離を調節でき、いろいろな体格の人に幅広く対応することができる。
【００１８】
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　本発明による椅子（３０）は、好ましくは、前記パッド部材（５４）は、任意の傾斜姿
勢で固定可能な連結機構（６４）によって前記脚部（３０）に取り付けられている。
【００１９】
　この構成によれば、連結機構（６４）によってパッド面（６０）が任意の傾斜姿勢をと
ることができ、いろいろな体格の人に幅広く対応することができる。
【００２０】
　本発明による椅子（３０）は、好ましくは、更に、前記左右のパッド部材（８４）の後
端部より上方に立ち上がり、左右方向の内側から外側に向かうほど互いに離れる方向に傾
斜し、互いに協働して一つの背もたれをなす左右の背もたれ半体（９２）を有する。
【００２１】
　この構成によれば、背もたれ半体（９２）にもたれかかった人の背部を、背骨に圧迫感
を与えることなく安定してホールドでき、座り心地がよくなる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明による椅子によれば、座骨を下方から支持しないから、椅子に座った時に骨盤を
左右に拡げる方向の力が骨盤に作用することがなく、座るだけで、骨盤を左右両側から挟
み込んで骨盤を締める作用が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による椅子の実施形態１を示す正面図。
【図２】実施形態１による椅子の平面図。
【図３】本発明による椅子の実施形態２を示す斜視図。
【図４】実施形態２による椅子の要部を部分断面で示す正面図。
【図５】本発明による椅子の実施形態３を示す正面図。
【図６】実施形態３による椅子の斜視図。
【図７】本発明による椅子の実施形態４を示す正面図。
【図８】実施形態４による椅子の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に、本発明による椅子の実施形態１を、図１、図２を参照して説明する。
【００２５】
　実施形態１の椅子１０は、スタンド用椅子仕様のものであり、床上に置かれる円盤状の
基部１２と当該基部１２の中央部より垂直に立設された一本のポール１４とによる金属製
の脚部（脚体）１６を有している。脚部１６の上部には金属パイプ製の上部支持部１８が
固定されている。上部支持部１８は、ポール１４の左右両側に延在して正面より見て略Ｕ
字形状をなしている。
【００２６】
　上部支持部１８の左右両端部には各々左右のパッド部材２０が固定されている。左右の
パッド部材２０は、各々、金属或いは合成樹脂製の矩形の基板２２と、基板２２の一方の
面部の全体に亘って取り付けられたクッション部２４とを有し、人の臀部の側面に沿うよ
うに、平面視で内方凹の円弧状に湾曲した形状をしている。左右のクッション部２４は、
各々、発泡ウレタン樹脂等の反発性材料により構成されて一様な厚さのシート状をなして
いる。
【００２７】
　左右のパッド部材２０は、各々、クッション部２４を互いに向かい合う側にして、正面
より見て上下反転のハ字形状の配置で、基板２２を上部支持部１８の端部に固定されてい
る。この配置において、クッション部２４が互いに対向する側の表面がパッド面２６であ
る。左右のパッド面２６は、各々、上側から下側に向かうほど互いに近付く方向に傾斜し
て相対向している。これにより、左右のパッド面２６の左右方向の離間距離は、上側から
下側に向かうに従って徐々に短くなっている。
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【００２８】
　パッド面２６の水平面に対する傾斜角は６０度程度であってよい。左右のパッド面２６
の左右方向の離間距離は、上端側では標準的な成人の臀部（骨盤）の左右幅より大きく、
下端側では標準的な成人の臀部Ａ（骨盤Ｂ）の左右幅より小さい。この設定により、左右
のパッド面２６は、上下方向の少なくとも一部において、左右のパッド面２６間に上側か
ら下側に臀部を入れて座った姿勢の人の骨盤Ｂの寛骨Ｃの左右側部、特に腸骨（上前腸骨
棘Ｄ～下前腸骨棘Ｅ）の左右側部に対応する部分に自ずと当接する。
【００２９】
　そして、左右のパッド部材２０の下端および下方は開放されており、座骨Ｆを下方から
支持する座板あるいはそれに相当する部材が存在しない。これにより、椅子１０に座った
人の座骨Ｆが下方から支持されることがない。
【００３０】
　椅子１０では、左右のパッド面２６間に成人が上側から下側に向けて臀部を入れて座っ
た姿勢をとると、左右のパッド面２６が、各々、寛骨Ｃの左右側部に対応する部分に当接
する。これにより、パッド部材２０は、寛骨Ｃに対応する部分を左右から挟むようにして
、座骨Ｆを下方から支持することなく、座った姿勢の成人の荷重を支持する。このとき、
クッション部２４は、臀部の側部形状に倣って弾性変形し、臀部の側部を安定してホール
ドする。
【００３１】
　これにより、人が椅子１０に座った時に、人の荷重が骨盤Ｂを左右に拡げる方向の力と
して骨盤Ｂに作用することがなく、座れば、左右のパッド面２６によって骨盤Ｂを左右両
側から挟み込む作用が自然に得られ、左右のパッド面２６に作用する人の荷重の水平分力
によって、骨盤Ｂを左右内側に締め付けることが行われる。この作用により、人が椅子１
０に座るだけで、骨盤Ｂの左右アンバランスを誘発することとは逆に、骨盤Ｂのゆがみを
矯正することが効果的に行われ、併せて腰痛や座骨神経痛を防止、軽減する効果が得られ
る。
【００３２】
　また、椅子１０は、左右のパッド部材２０の下方が開放されていて、座骨Ｆを下方から
支持する座板が存在しないので、痔の手術を受けた患者や痔瘻の患部を圧迫することがな
く、このような疾患の人も、痛みを感じることなく座った姿勢を楽に取ることができる。
また、このことにより、妊婦も楽に座った姿勢を取ることができる。
【００３３】
　本実施形態では、椅子１０に座るだけで、自然に左右のパッド面２６によって骨盤Ｂを
左右両側から挟み込みことが行われ、椅子１０より立ち上がるだけで、左右のパッド面２
６によって骨盤Ｂが挟まれていることが開放されるので、着座、起立の容易性が阻害され
ることがなく、椅子としての使い勝手が悪くなることがない。なお、実施形態の説明で云
う着座は、座骨Ｆを座板あるいはそれに相当する部材上に載せることではなく、椅子に座
った姿勢をとることである。
【００３４】
　なお、左右のパッド部材２０（パッド面２６）は、正面より見て上下反転のハ字形状の
配置に加えて図２に、仮想線によって示されているように、平面視で、前側が開いた、つ
まり、左右のパッド面２６の左右方向の離間距離が前方に行くほど大きくなるハ字形状の
配置にすることもできる。更に換言すると、左右のパッド面２６が後側から前側に向かう
ほど互いに離れる方向にも傾斜した配置にしてもよい。この配置により、左右のパッド面
２６によって挟まれた骨盤Ｂの股関節部が窮屈になることがなく、着座時の圧迫感を軽減
することができる。
【００３５】
　つぎに、本発明による椅子の実施形態２を、図３、図４を参照して説明する。
【００３６】
　実施形態２の椅子３０は、事務用椅子仕様のものであり、床上に置かれる五本足状のキ
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ャスタ付きの基部３２と当該基部３２の中央部より垂直に立設されたポール３４とによる
脚部（脚体）３６を有している。脚部３６の上部には上部支持部３８が固定されている。
ポール３４はガス入りダンパ（不図示）を含んでいることにより、ガス入りダンパの調節
レバー４０によって上部支持部３８の床上高さを調節することができる。
【００３７】
　上部支持部３８は、ポール３４の上端部に固定された丸形籠状部４２と、丸形籠状部４
２に取り付けられた左右の肘載せ部４４と、肘載せ部４４の下方を前後水平に延在する左
右の側部梁４６とを有する枠状部４８とを有する。枠状部４８の背部側には背もたれ部材
５０が取り付けられている。
【００３８】
　左右の側部梁４６には、各々、パッド支持機構５２によって左右のパッド部材５４が取
り付けられている。左右のパッド部材５４は、各々、金属或いは合成樹脂製の矩形の基板
５６と、基板５６の一方の面部の全体に亘って取り付けられたクッション部５８とを有し
、人の臀部の側面に沿うように、平面視と正面視の双方において内方凹の円弧状に湾曲し
た形状をしている。左右のクッション部５８は、各々、発泡ウレタン樹脂等の反発性材料
により構成されて一様な厚さのシート状をなしており、互いの対向面側の表面がパッド面
６０になっている。
【００３９】
　パッド支持機構５２は、側部梁４６に左右方向に変位可能に取り付けられた左右の水平
ロッド６２と、左右の水平ロッド６２の各々の内側の端部に取り付けられた球面継手６４
とを有し、球面継手６４に対応する側のパッド部材５４の基板５６が取り付けられている
。
【００４０】
　球面継手６４は、変更可能な任意の傾斜姿勢で固定可能なロック付きの連結機構であり
、ロックねじ６６によってパッド部材５４を任意の傾斜姿勢で水平ロッド６２の端部に固
定するロック付きの球面継手である。これにより、パッド部材５４は上下方向の傾斜角お
よび前後方向の傾斜角、換言すると全方向の傾斜角を変更可能に水平ロッド６２の端部に
固定される。
【００４１】
　水平ロッド６２には軸線方向（左右方向）に一連のラチェット歯６８が形成されている
。側部梁４６には、一つのラチェット歯６８に係脱可能に噛合するラチェット爪７０と、
一端部にラチェット爪７０を取り付けられたステム７２と、ラチェット爪７０をラチェッ
ト歯６８との噛合方向に付勢する圧縮コイルばね７４と、ラチェット爪７０をラチェット
歯６８との噛合より離脱させる操作のためにステム７２の他端部に取り付けられたラチェ
ット解除摘み７６とが設けられている。水平ロッド６２の外側の端部には水平ロッド６２
を手動で軸線方向に動かすためのロッド操作摘み７８が取り付けられている。
【００４２】
　ラチェット歯６８とラチェット爪７０とによるラチェット機構は、水平ロッド６２の軸
線方向外方への移動（左右のパッド面６０の左右方向の離間距離を拡大する方向の移動）
を阻止し、水平ロッド６２の軸線方向内方への移動を自由に許す一方向係止機構である。
したがって、使用者がロッド操作摘み７８を握って手操作によって水平ロッド６２を軸線
方向内方へ移動させることにより、あるいはラチェット解除摘み７６によってラチェット
解除した状態で手操作によって水平ロッド６２を軸線方向外方へ移動させることにより、
パッド部材５４を任意の左右方向位置に位置させることができる。このようにして位置調
整機構が構成され、左右のパッド面６０の左右方向の離間距離を可変設定することができ
る。
【００４３】
　この実施形態でも、左右のパッド部材５４の下方は開放されており、座骨Ｆを下方から
支持する座板あるいはそれに相当する部材が存在しない。
【００４４】
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　この実施形態では、使用者の体格に応じて、左右のパッド面６０の左右方向の離間距離
を、上端側では臀部（骨盤Ｂ）の左右幅より大きく、下端側では臀部Ａ（骨盤Ｂ）の左右
幅より小さくなるように、左右のパッド面６０の左右方向の離間距離と、パッド部材５４
の上下方向の傾斜角および前後方向の傾斜角とを調節することにより、左右のパッド面６
０は、左右のパッド面６０間に上側から下側に臀部を入れて座った姿勢の人の骨盤Ｂの寛
骨Ｃの左右側部、特に腸骨（上前腸骨棘Ｄ～下前腸骨棘Ｅ）の左右側部に対応する部分に
当接する。
【００４５】
　調節された左右のパッド面６０の上下方向の傾斜は上側から下側に向かうほど互いに近
付く方向の傾斜であり、前後方向の傾斜は後側から前側に向かうほど互いに離れる方向の
傾斜である。これにより、左右のパッド面６０は、正面視で上下反転のハ字形状の配置で
、且つ平面視で前側が開いたハ字形状の配置に設定される。
【００４６】
　この椅子３０でも、左右のパッド面６０間に成人が上側から下側へ臀部を入れて座った
姿勢をとると、左右のパッド面６０が、各々、寛骨Ｃの左右側部に対応する部分に当接す
る。これにより、パッド部材５４は、寛骨Ｃの左右両側に対応する部分を左右から挟むよ
うにして、座骨Ｆを下方から支持することなく、座った姿勢の成人の上肢荷重を支持する
。このとき、クッション部５８は、臀部の側部形状に倣って弾性変形し、臀部の側部を安
定してホールドする。
【００４７】
　これにより、人が椅子３０に座った時に、人の荷重が骨盤Ｂを左右に拡げる方向の力と
して骨盤Ｂに作用することがなく、座れば、左右のパッド面６０によって骨盤Ｂを左右両
側から挟み込む作用が自然に得られ、左右のパッド面６０に作用する人の荷重の水平分力
によって、骨盤Ｂを左右内側に締め付けることが行われる。この作用により、人が椅子３
０に座るだけで、骨盤Ｂの左右アンバランスを誘発することとは逆に、骨盤Ｂのゆがみを
矯正することが効果的に行われ、併せて腰痛や座骨神経痛を防止、軽減する効果が得られ
る。
【００４８】
　また、椅子３０でも、左右のパッド部材５４の下方が開放されていて、座骨Ｆを下方か
ら支持する座板が存在しないので、痔の手術を受けた患者や痔瘻の患部を圧迫することが
なく、これらの疾患の人も痛みを感じることなく座った姿勢を楽に取ることができる。ま
た、このことにより、妊婦も楽に座った姿勢を取ることができる。
【００４９】
　また、椅子３０でも、座れば、自然に左右のパッド面６０によって骨盤Ｂを左右両側か
ら挟み込み、立ち上がるだけで左右のパッド面６０によって骨盤Ｂが挟まれていることが
開放されるので、着座、起立の容易性が阻害されることがなく、椅子としての使い勝手が
悪くなることがない。
【００５０】
　この椅子３０では、左右のパッド面６０の離間距離を増減でき、しかも、パッド部材５
４は任意の姿勢をとることができるので、いろいろな体格の人に幅広く対応することがで
きる。
【００５１】
　更には、左右のパッド面６０が、平面視で前側が開いたハ字形状の配置であり、後側か
ら前側に向かうほど互いに離れる方向に傾斜しているから、左右のパッド面６０によって
挟まれた骨盤Ｂの股関節部が窮屈になることがなく、着座時の圧迫感が軽減される。
【００５２】
　つぎに、本発明による椅子の実施形態３を、図５、図６を参照して説明する。
【００５３】
　実施形態３の椅子８０は、応接椅子仕様のものであり、床上に置かれる枠状の脚体（脚
部）８２の上部に、左右のパッド部材８４が固定されている。左右のパッド部材８４は、
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各々、金属或いは合成樹脂製の前後方向に長い矩形平板による基板８６と、基板８６の一
方の面部の全体に亘って取り付けられたクッション部８８とを有する。左右のクッション
部８８は、各々、発泡ウレタン樹脂等の反発性材料により構成されて縁部を除いて一様な
厚さを有している。
【００５４】
　左右のパッド部材８４は、各々、クッション部８８を互いに向かい合う側にして、正面
視で上下反転のハ字形状の配置で、且つ平面視で前側が開いたハ字形状の配置をもって脚
体８２に固定されている。この配置において、クッション部８８が互いに対向する側の表
面がパッド面９０であり、左右のパッド面９０は、各々、上側から下側に向かうほど互い
に近付く方向に傾斜していると共に、前側から後側に向かうほど互いに離れる方向に傾斜
して相対向している。つまり、左右のパッド面９０の左右方向の離間距離は、上側から下
側に向かうに従って徐々に短くなっていると共に、前側から後側に向かうに従って徐々に
短くなっている。そして、左右のパッド部材８４の下方は開放されており、座骨Ｆを下方
から支持する座板あるいはそれに相当する部材が存在しない。
【００５５】
　この実施形態でも、左右のパッド面９０の左右方向の離間距離は、上端側では標準的な
成人の臀部（骨盤）の左右幅より大きく、下端側では標準的な成人の臀部Ａ（骨盤Ｂ）の
左右幅より小さい。この設定により、左右のパッド面９０は、上下方向の少なくとも一部
において、左右のパッド面９０間に上側から下側に臀部を入れて座った姿勢の人の骨盤Ｂ
の寛骨Ｃの左右側部、特に腸骨（上前腸骨棘Ｄ～下前腸骨棘Ｅ）の左右側部に対応する部
分に自ずと当接する。
【００５６】
　脚体８２には左右個別の背もたれ半体９２が取り付けられている。背もたれ半体９２は
、左右一対で、互いに協働して一つの背もたれをなすものであり、各々、金属或いは合成
樹脂製の矩形平板による基板９４と、基板９４の一方の面部の全体に亘って取り付けられ
たクッション部９６とを有する。左右のクッション部９６は、各々、発泡ウレタン樹脂等
の反発性材料により構成されており、縁部を除いて一様な厚さを有している。背もたれ半
体９２の下端部は左右対応する側のパッド部材８４の後端部より上方に折り曲がったよう
に後方に傾斜して立ち上がり延在している。
【００５７】
　左右の背もたれ半体９２は、左右方向の内側から外側に向かうほど互いに離れる方向に
傾斜して平面視で前側が開いたハ字形状の配置になっており、左右の背もたれ半体９２間
は左右のパッド部材８４の下端間の開口（前側が開いたハ字形状の開放部）９８に連続す
るスリット状の開口１００になっている。左右の背もたれ半体９２の上端部は帯状の連結
部材１０２によって互いに連結されている。なお、背もたれ半体９２の基板９４とパッド
部材８４の基板８６とは一体構造であってもよい。
【００５８】
　この椅子８０でも、左右のパッド面９０間に成人が上側から下側へ臀部を入れて座った
姿勢をとると、左右のパッド面９０が、各々、寛骨Ｃ（図１参照）の左右側部に対応する
部分に当接する。これにより、パッド部材５４は、寛骨Ｃの左右両側に対応する部分を左
右から挟むようにして、座骨Ｆ（図１参照）を下方から支持することなく、座った姿勢の
成人の荷重を支持する。このとき、クッション部８８は、臀部の側部形状に倣って弾性変
形し、臀部の側部を安定してホールドする。
【００５９】
　これにより、人が椅子８０に座った時に、人の荷重が骨盤Ｂ（図１参照）を左右に拡げ
る方向の力として骨盤Ｂに作用することがなく、座れば、左右のパッド面９０によって骨
盤Ｂを左右両側から挟み込む作用が自然に得られ、左右のパッド面９０に作用する人の荷
重の水平分力によって、骨盤Ｂを左右内側に締め付けることが行われる。この作用により
、人が椅子８０に座るだけで、骨盤Ｂの左右アンバランスを誘発することとは逆に、骨盤
Ｂのゆがみを矯正することが効果的に行われ、併せて腰痛や座骨神経痛を防止、軽減する



(9) JP 6028108 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

効果が得られる。
【００６０】
　また、椅子８０でも、左右のパッド部材８４の下方が開口９８によって開放されていて
、座骨を下方から支持する座板が存在しないので、痔の手術を受けた患者や痔瘻の患部を
圧迫することがなく、これらの疾患の人も痛みを感じることなく座った姿勢を楽に取るこ
とができる。また、このことにより、妊婦も楽に座った姿勢を取ることができる。
【００６１】
　また、椅子８０でも、座れば、自然に左右のパッド面９０によって骨盤Ｂを左右両側か
ら挟み込み、立ち上がるだけで左右のパッド面９０によって骨盤が挟まれていることが開
放されるので、着座、起立の容易性が阻害されることがなく、椅子としての使い勝手が悪
くなることがない。
【００６２】
　更には、この実施形態でも、左右のパッド面９０が、平面視で前側が開いたハ字形状の
配置であり、後側から前側に向かうほど互いに離れる方向に傾斜しているから、左右のパ
ッド面９０によって挟まれた骨盤Ｂの股関節部が窮屈になることがなく、着座時の圧迫感
が軽減される。
【００６３】
　図６、図７に示されている実施形態のように、左右のパッド面６０が後側から前側に向
かうほど互いに離れる方向に傾斜していてパッド面９０の前後方向の長さが長い場合には
、椅子８０に座る人の前後方向位置によって、つまり深く座るか、浅く座るかによって、
左右のパッド面６０が骨盤Ｂを左右両側から挟み込む度合いを調節することができる。左
右のパッド面６０が骨盤Ｂを左右両側から挟み込む度合いを強くしたい場合には深く座れ
ばよく、弱くしたい場合には浅く座ればよい。
【００６４】
　左右の背もたれ半体９２は、左右方向の内側から外側に向かうほど互いに離れる方向に
傾斜して平面視で前側が開いたハ字形状の配置になっていることにより、背もたれ半体９
２にもたれかかった人の背部を、背骨に圧迫感を与えることなく安定してホールドできる
。これにより座り心地がよくなる。
【００６５】
　つぎに、本発明による椅子の実施形態４を、図７、図８を参照して説明する。
【００６６】
　実施形態４の椅子１１０は、スタンド用椅子仕様のものであり、床上に置かれる三脚状
の脚体（脚部）１１２を有する。脚体１１２の前部には足載せバー１１３が取り付けられ
ている。
【００６７】
　脚体（脚部）１１２の上部にはパッド部材１１４の基板１１６が固定されている。基板
１１６は、金属或いは合成樹脂製で、正面視で上下反転のハ字形状で、且つ平面視で前側
が開いたハ字形状に折曲された形状をしていて、５角形状のパッド装着平面部１１８を左
右対称に有している。左右のパッド装着平面部１１８には、各々、５角形状のクッション
部材１２０が装着されている。
【００６８】
　クッション部材１２０が互いに対向する側の表面がパッド面１２２であり、左右のパッ
ド面１２２は、各々、上側から下側に向かうほど互いに近付く方向と後側から前側に向か
うほど互いに離れる方向との２方向に傾斜して相対向している。つまり、左右のパッド面
１２２の左右方向の離間距離は、上側から下側に向かうに従って徐々に短くなっていると
共に、後側から前側に向かうに従って徐々に広くなっている。換言すると、左右のパッド
面１２２は、正面視で上下反転のハ字形状の配置で、且つ平面視で前側が開いたハ字形状
の配置である。
【００６９】
　これにより、椅子１１０でも、背もたれに関すること以外は実施形態３の椅子８０と同
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様の作用、効果が得られる。椅子１１０では、足載せバー１１３に足を載せることにより
、安定して座ることができる。
【００７０】
　以上、本発明を、その好適な実施形態について説明したが、当業者であれば容易に理解
できるように、本発明はこのような実施形態により限定されるものではなく、本発明の趣
旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００７１】
　例えば、パッド部材２０は、通常状態では、座骨を下方から支持することがなければ、
左右のものが座席背部側で互いに繋がっていても、左右のものが下端部で互いに連結され
て正面より見てＶ字形状や上下反転の台形をしていてもよい。パッド部材５４を変更可能
な任意の傾斜姿勢で固定する連結機構は、球面継手６４に限られることはなく、傾斜姿勢
の調節が一方向の傾斜でよい場合には、パッド部材５４を回動可能に支持する軸部材と、
任意の回動位置にてパッド部材５４を前記軸部材に固定するロックねじとによるもの等で
あってもよい。
【００７２】
　また、上記実施形態に示した構成要素は必ずしも全てが必須なものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない限りにおいて適宜取捨選択することが可能である。
【００７３】
　本願のパリ条約に基づく優先権の基礎となる日本特許出願（２０１３年１２月１７日出
願の特願２０１３－２６０２０７の開示内容は、ここで参照したことによりその全体が本
願明細書に組み込まれる。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　　椅子
　１２　　基部
　１４　　ポール
　１６　　脚部
　１８　　上部支持部
　２０　　パッド部材
　２２　　基板
　２４　　クッション部
　２６　　パッド面
　３０　　椅子
　３２　　基部
　３４　　ポール
　３６　　脚部
　３８　　上部支持部
　４０　　調節レバー
　４２　　丸形籠状部
　４４　　肘載せ部
　４６　　側部梁
　４８　　枠状部
　５０　　背もたれ部材
　５２　　パッド支持機構
　５４　　パッド部材
　５６　　基板
　５８　　クッション部
　６０　　パッド面
　６２　　水平ロッド
　６４　　球面継手
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　６８　　ラチェット歯
　７０　　ラチェット爪
　７２　　ステム
　７４　　圧縮コイルばね
　７６　　ラチェット解除摘み
　７８　　ロッド操作摘み
　８０　　椅子
　８２　　脚体
　８４　　パッド部材
　８６　　基板
　８８　　クッション部
　９０　　パッド面
　９２　　背もたれ半体
　９４　　基板
　９６　　クッション部
　９８　　開口
　１００　開口
　１０２　連結部材
　１０８　クッション部材
　１１０　椅子
　１１２　脚体
　１１４　パッド部材
　１１６　基板
　１１８　パッド装着平面部
　１２０　クッション部材
　１２２　パッド面
　Ａ　　　臀部
　Ｂ　　　骨盤
　Ｃ　　　寛骨
　Ｆ　　　座骨
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